
ヒトパピローマウイルス (HPV) は、子宮頸
けい

がんの原因となる
ウイルスです。このウイルスによる感染の一部（50 ～ 70%）を
防ぎ、子宮頸がんを予防するための方法として、定期予防接種を
受けることができます。このウイルスは、女性の多くが一生に一
度は感染するといわれており、HPV の感染によって一部の人は
子宮頸がんに罹

り か ん
患します。日本では年間に約 1.1 万人が子宮頸

がんにかかり、約 2,900 人が亡くなっています。
　子宮頸がんは、子宮の頸部（子宮の出口に近い部分）にできる
がんで、若い世代の女性に多く発症するのが特徴です。20 歳代
から罹患者数が増え始め、30 歳代までに年間約 1,000 人の女性
が治療で子宮を失い、妊娠できなくなってしまいます。
　一生のうちで子宮頸がんになる人は、1 万人あたり 132 人で、
これは 1 クラス＝約 35 人の女子クラスとして換算した場合、2
クラスに 1 人くらいは子宮頸がんになる計算です。そして、子
宮頸がんで亡くなる人は 1 万人あたり 34 人で、10 クラスに 1
人ほどはいるということになります。
　子宮頸がんにつながる HPV の感染は、HPV ワクチン接種で
防ぐことができ、それにより子宮頸がんの原因の 50 ～ 70％を
防げます。これは公費で受けることが可能です。世界保健機関

（WHO）も接種を推奨していて、2020 年 11 月時点で 110 カ
国で公的な接種が行われ、カナダやイギリス、オーストラリアな
どの接種率は約８割となっています。日本では、平成 25 年から
定期の予防接種となっていますが、副反応の問題で積極的な勧奨

とされていませんでした。しかし、令和３年 11 月に接種による
有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められ、今年４月
から積極的接種の勧奨となりました。
　HPV ワクチンの定期接種の対象者は、小学校６年生～高校１
年生相当の女子です。また、積極的な勧奨の差し控えにより接種
の機会を逃した女性に対して公平な接種機会を確保するキャッチ
アップ接種を令和７年３月 31 日までの３年間行うこととなりま
した。キャッチアップ接種の対象者は、平成９年４月２日～ 18
年４月１日生まれの女子です。
　2020 年には、スウェーデンで４価ワクチンによる子宮頸がん
の減少効果が評価されました。その結果、10 歳から 30 歳の女
性で子宮頸がんの発症が 63% 減少し、そのうち 10 歳から 16
歳で接種した女性は発症が 88% 減少、17 歳から 30 歳で接種し
た女性は発症が 53% 減少しました。最新の知見を踏まえ、HPV
ワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認
され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認
められました。
　接種を検討されている方は、厚生労働省
に掲載されているリーフレットを必ずお読み
いただき、このワクチンの有効性とリスク等
を十分ご理解いただいたうえで、母子健康手帳
等で接種歴を確認し、体調の良い時に接種を
受けてください。

★１１９番は緊急時（火災やけが人など）の受付専門電話番
号です。医療機関の情報は、児玉郡市広域消防本部指令課☎
24- １１１９でご案内します。診療科目によっては県外や本
庄市・児玉郡以外の病院をご案内する場合もあります。

▶本庄市児玉郡医師会立本庄市休日急患診療所
☎ 23- ３３２２

本庄市保健センター内で、内科系の比較的症状が軽く、入院の
必要がない方の診療を行います。
※診療以外に関する問い合わせ・電話相談はご遠慮ください。

▼診療日　　日曜・休日・年末年始（12/30 ～１/ ３）・平日木曜
　 日夜間

▼診療時間　午前９時～正午、午後１時～４時、午後７時～ 10 時
　（平日木曜日夜間は午後８時～ 10 時）

※健康保険証を持参してください。
※夜間の診療は午後９時 45分までに受付をしてください。

▶在宅当番医療機関　▶診療時間   午前９時～正午

10月２日㈰ 飯塚耳鼻咽喉科医院 上里町神保原町 ☎ 34- ２３１３

10月９日㈰ 飯塚内科小児科 栄１丁目 ☎ 24- ６３１１

10月10日㈷ 五十嵐整形外科医院 若泉１丁目 ☎ 24- ２３１３

10月16日㈰ 池田レディースクリニック 小島南３丁目 ☎ 22- ２０４８

10月23日㈰ 彩の丘クリニック 上里町神保原町 ☎ 71- ７１６６

10月30日㈰ あたご山クリニック 中央１丁目 ☎ 22- ８７３３

11月３日㈷ 彩北病院 小島５丁目 ☎ 21- ０１１１

11月６日㈰ 黒岩整形外科医院 上里町七本木 ☎ 34- ０５５１

▶困ったときは電話相談（24時間・年中無休受付）
ほんじょう健康相談ダイヤル 24（相談料・通話料無料）
☎ 0120-122-885
健康・医療・出産・育児・介護などの相談、医療機関情報の提供
を行います。（市内在住者が対象）

埼玉県救急電話相談（通話料利用者負担）
☎＃ 7119
救急医療相談に看護師が対応します。健康相談・育児相談には対
応しません。（大人・小児共通）
※ IP 電話、ひかり電話、ダイヤル回線からは☎ 048-824-4199
下記の電話番号からも救急電話相談が利用できます。
○小児救急電話相談　#8000 または☎ 048-833-7911

新型コロナウイルス感染症県民サポートセンター
☎ 0570-783-770

048-830-4808（埼玉県感染症対策課内）
※発熱などの症状がある場合は、「埼玉県指定 診療・検査医療機
関」に事前予約のうえ、受診してください。診療・検査医療機関
が不明な場合は、埼玉県受診・相談センターへ。
☎ 048-762-8026　※午前９時～午後５時 30 分

 048-816-5801

休日・夜間の急病のときは…

〕

※在宅当番医は変更になる場合がありますので、電話でご確認の
うえ、お出かけください。

厚生労働省

ＨＰＶ（子宮頸がん予防）ワクチン
定期接種・キャッチアップ接種 

健康ガイド
みんなの

健やかで安心して暮らせるまちへ

本庄市児玉郡医師会広報部医療メモ 　　　　　　　　　　　　 　　　　　

　給与等の支払いを受けている方が、新型コロナウイ
ルス感染症に感染した場合、または発熱などで感染が
疑われ、勤務できなかった場合、傷病手当金を支給し
ています。次のとおり適用期間が延長となりました。
適用期間
　令和２年１月１日～令和４年12月31日
　請求権の時効は２年です。療養のため勤務すること
ができなかった日ごとにその翌日から起算されます。
　支給の対象条件や必要書類について、詳しくは保険
課または市 でご確認ください。
※臨時的な取扱いとして、申請書（被保
険者記入用）に事業主の証明がある場合
には、「国民健康保険傷病手当金支給申
請書（医療機関記入用）」及び「後期高
齢者医療傷病手当金支給申請医療機関受
診等証明書」は不要となりました。

【国保・後期高齢者】傷病手当金の適用期間を延長
　国保加入者が職場の健康保険に加入した場合、市国保
を脱退する届出が必要です。届出をしないと保険料を二
重に支払うことになります。また、職場の健康保険の加
入日以降に国保の保険証を使用した場合、市が負担した
医療費を返還していただくことになります。
脱退手続
窓口
　国保の保険証と加入者全員分の職場の健康保険証を
保険課（市役所1階）または支所市民福祉課（アスピ
アこだま1階）にお持ちください。
郵送
　加入者全員分の職場の健康保険証をコピーし、余白
に『国保の脱退を届け出る』旨と記入年月日、住所、
氏名、日中連絡が取れる電話番号を記載、加入者全員
分の国保の保険証の原本を同封のうえ保険課宛に郵送
してください。

【国保】保険証が変わったときは早めに届出を

★健康推進課（保健センター内）☎24-２００３・★健康推進課（保健センター内）☎24-２００３・ 24-２００５24-２００５
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ワクチン接種のお知らせ
オミクロン株対応ワクチン接種・小児（５歳～11歳）の３回目接種のお知らせ

オミクロン株対応ワクチン接種について
10月11日㈫からオミクロン株対応ワクチン接種が始

まります。
対象　初回接種（１・２回目）を終了した12歳以上の方
※まずは重症化リスクが高い等の理由で現行の４回目
接種の対象となっている方のうち、４回目接種が未実
施の方を優先に開始します。
接�種間隔　最終のワクチン接種から５か月経過後
使�用ワクチン　ファイザー社製またはモデルナ社製のオ

ミクロン株(BA.1型)と従来株に対応した２価ワクチン
※現時点では、１人１回の実施を予定。
接�種券について
お手元に接種券をお持ちの方
　お持ちの接種券がそのまま使えます。紛失等で再発
行が必要な場合はご連絡ください。

お手元に接種券をお持ちでない方
　10月下旬から順次発送します。接種の予約は、接
種券が届くまでお待ちください。

小児（5歳～11歳）の３回目接種について
対�象　初回接種（１・２回目）を終了した５歳～11歳の方
接種間隔　２回目の接種から５か月経過後
使用ワクチン　小児用ファイザー社製ワクチン
※１、２回目と同じ種類のワクチンです。
接�種券について　順次発送しています。予約は、接種

券が届くまでお待ちください。

ワクチン接種の予約はWEBまたは電話で

WEB予約 URL：https://v-yoyaku.jp/ 
110367-kodamagunshi

電話予約
（無料）

☎０１２０-５０１-５３６
受付 　午前９時～午後５時（平日のみ）

※電話は、午前 10 時以降がかかりやすくなっています。

◆国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入の皆さんへ ★保険課国保係☎25-１１１６
　高齢者医療係☎25-１２４５

国民健康保険

後期高齢者
医療

本庄市へ転入した方へ
　接種を希望する方は、保健センターまでご連絡
ください。接種履歴等を確認のうえ、接種券を送
付します。
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